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○伊予市なかやまクラフトの里条例施行規則 

令和２年９月18日規則第66号 

改正 

令和３年３月30日規則第20号 

伊予市なかやまクラフトの里条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、伊予市なかやまクラフトの里条例（令和２年伊予市条例第29号。以

下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（開館時間及び休館日の変更） 

第２条 指定管理者は、条例第６条第２項の規定により、施設の開館時間及び休館日を変

更しようとするときは、なかやまクラフトの里開館時間及び休館日変更申請書（様式第

１号）を市長に提出し、承認を得なければならない。 

（占用利用許可の申請等） 

第３条 条例第８条第１項の規定により、施設を占用して利用しようとする者は、なかや

まクラフトの里占用利用許可申請書（様式第２号）を指定管理者に提出し、許可を受け

なければならない。申請した事項を変更しようとするときも同様とする。 

２ 指定管理者は、条例第８条第２項の規定により施設の利用を許可したときは、なかや

まクラフトの里占用利用許可書（様式第３号）を交付するものとする。 

（模様替え） 

第４条 条例第11条第２号ただし書の規定により、施設の模様替えの承認を受けることが

できる場合は、施設を損傷しないものであって、かつ、やむを得ないと認められるもの

に限る。 

２ 指定管理者は、施設の模様替えの承認を受けようとするときは、なかやまクラフトの

里模様替え承認申請書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（利用料金の承認申請等） 

第５条 指定管理者は、条例第13条第２項の規定により、施設の利用料金を定めようとす

るときは、なかやまクラフトの里利用料金承認申請書（様式第５号）を市長に提出し、

承認を得なければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、

なかやまクラフトの里利用料金承認書（様式第６号）を交付し、承認するものとする。 
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（利用料金の減免） 

第６条 条例第13条第４項の規定により、指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する

ことができる場合は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 災害等により、施設の全部又は一部の利用ができない場合 

(２) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設の全部又は一部の利用が

できない場合 

(３) 前２号に掲げるもののほか、利用料金の減免について市長の承認を得た場合 

２ 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、なかやまクラフトの里利用料金減

額・免除申請書（様式第７号）を指定管理者に提出しなければならない。 

３ 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を、な

かやまクラフトの里利用料金減額・免除承認・不承認決定通知書（様式第８号）により

通知するものとする。 

（利用料金の還付） 

第７条 条例第13条第７項ただし書の規定により、利用料金を還付することができる場合

は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 条例第12条第１項の規定により、利用許可を取り消したとき。 

(２) 災害その他占用利用者の責めによらない理由により、施設の全部又は一部の利用

ができなくなったとき。 

（指定管理者不在期間の読替え等） 

第８条 条例第19条の規定により市長が管理を行う場合における第２条から第７条まで及

び様式第１号から様式第８号までの規定の適用については、第３条、第６条（第１項各

号を除く。）、第７条第２号、様式第２号、様式第３号、様式第７号及び様式第８号の

規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第６条（見出しを含み、第１項第１号及

び第２号を除く。）、第７条（見出しを含み、各号を除く。）、様式第３号、様式第７

号及び様式第８号の規定中「利用料金」とあるのは「使用料」とし、第２条、第４条、

第５条、様式第１号及び様式第４号から様式第６号までの規定は適用しない。 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 利用の許可の申請その他施設を利用するために必要な手続は、この規則の施行前にお

いても行うことができる。 

附 則（令和３年３月30日規則第20号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当

分の間、これを取り繕って使用することができる。 
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様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第３条関係） 
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様式第３号（第３条関係） 
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様式第４号（第４条関係） 
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様式第５号（第５条関係） 
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様式第６号（第５条関係） 
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様式第７号（第６条関係） 
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様式第８号（第６条関係） 

 


